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【届出の対象とした募集内国投資信

託受益証券に係るファンドの名称】

むさしのコア投資ファンド（安定型）

むさしのコア投資ファンド（成長型）

【届出の対象とした募集内国投資信

託受益証券の金額】

当初申込額　むさしのコア投資ファンド（安定型）

　　　　　　上限300億円

　　　　　　むさしのコア投資ファンド（成長型）

　　　　　　上限300億円

継続申込額　むさしのコア投資ファンド（安定型）

　　　　　　上限10兆円

　　　　　　むさしのコア投資ファンド（成長型）

　　　　　　上限10兆円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

平成28年8月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、投資対象

ファンドの追加を行うとともに運用状況等のデータの更新を行うため、本訂正届出書を提出するもので

す。

 

２．【訂正の内容】

　

第二部【ファンド情報】

　

第１【ファンドの状況】

　

１【ファンドの性格】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「１　ファンドの性格」につきまして

は、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

（２）【ファンドの沿革】

 

＜訂正前＞

平成28年9月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始（予定）

 

＜訂正後＞

平成28年9月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】

 

＜訂正前＞

（前略）
 
 

②委託会社の概況（平成28年6月30日現在）

（中略）

ロ．委託会社の沿革

　昭和61年3月31日：「千葉銀投資顧問株式会社」設立（資本金5千万円）

　昭和61年7月1日 :　商号を「ちばぎん投資顧問株式会社」に変更

　昭和62年3月20日： 資本金を5千万円から2億円に増資

　　　昭和62年9月9日：　有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づき、投資一任契約に

係る業務の認可を取得

平成12年7月3日：　株式会社 中央調査情報センターとの統合を機に、商号を「ちばぎんアセッ

トマネジメント株式会社」に変更

平成19年9月30日： 金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」及び「投資運用業(投資一任

業)」のみなし登録

平成26年4月1日：　千葉銀行のグループ資本政策見直しに伴い、当社に対するちばぎんグループ

の持分が100％となる

平成27年1月27日： 金融商品取引法に基づく「投資運用業(投資信託委託業)」を登録

 

ハ．大株主の状況

株　主　名 住　　　所 持株数 持株比率

ちばぎん保証株式会社 千葉市稲毛区稲毛東三丁目17番5号 1,800株 　　45%

株式会社千葉銀行 千葉市中央区千葉港1番2号 1,400株 　35%

ちばぎんコンピューター

サービス株式会社
千葉市緑区おゆみ野中央六丁目12番地 200株 　5%

ちばぎんジェーシービー

カード株式会社
千葉市中央区富士見二丁目15番11号 200株 　5%

ちばぎんキャピタル株式会

社
千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 200株 　5%

ちばぎん証券株式会社 千葉市中央区中央二丁目5番1号 200株 　5%

 

＜訂正後＞

（前略）
 
 

②委託会社の概況（平成29年3月31日現在）

（中略）

ロ．委託会社の沿革

　昭和61年3月31日：「千葉銀投資顧問株式会社」設立（資本金5千万円）

　昭和61年7月1日 :　商号を「ちばぎん投資顧問株式会社」に変更
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　昭和62年3月20日： 資本金を5千万円から2億円に増資

　　　昭和62年9月9日：　有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づき、投資一任契約に

係る業務の認可を取得

平成12年7月3日：　株式会社 中央調査情報センターとの統合を機に、商号を「ちばぎんアセッ

トマネジメント株式会社」に変更

平成19年9月30日： 金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」及び「投資運用業(投資一任

業)」のみなし登録

平成27年1月27日： 金融商品取引法に基づく「投資運用業(投資信託委託業)」を登録

 

ハ．大株主の状況

株　主　名 住　　　所 持株数 持株比率

株式会社千葉銀行 千葉市中央区千葉港1番2号 1,600株 40%

株式会社武蔵野銀行 さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8 800株 　　20%

ちばぎん保証株式会社 千葉市稲毛区稲毛東三丁目17番5号 800株 　20%

株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7番地 200株 　5%

ちばぎんコンピューター

サービス株式会社
千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 200株 　5%

ちばぎんジェーシービー

カード株式会社
千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 200株 　5%

ちばぎんキャピタル株式会

社
千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2 200株 　5%
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２【投資方針】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「２　投資方針」につきましては、該

当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

（２）【投資対象】

 

＜訂正前＞

（前略）

（参考）投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドとして予定しているファンドの概要は以下のとおりです。ただし、全ての投資対象

ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により

適宜見直しを行います。

以下の内容は、平成28年8月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今

後、記載内容が変更となることがあります。

（中略）

6. FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを

めざして、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資

成果を目標として運用を行います。

主要投資対象
外国株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じてMSCI コクサイ・インデックスを

構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス(円

ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがありま

す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の

合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投

資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）

決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年5月29日

 

 

関係法人

 

 

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国

市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知
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的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更

する権利及び公表を停止する権利を有しています。
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7. FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）

と連動する投資成果を目標として運用を行います。

主要投資対象
外国債券インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債

を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い

ます。

②実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

③運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ

のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、

投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。
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申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年5月29日

関係法人

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」とは、Citigroup Index LLC が開発した、

世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数

は、Citigroup Index LLC の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する

すべての権利は、Citigroup Index LLC が有しています。なお、Citigroup Index LLC は、ファンド

の設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
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8. FOFs用新興国株式セレクト・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）

を含みます。以下同じ。）に投資する新興国株式セレクトマザーファンド（以

下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、金融商品取引所等に上場されて

いる新興国の株式に投資します。

②ポートフォリオの構築にあたっては、政治・経済・財政等の問題が大きいと

判断される国を除外した上で、個別銘柄の収益性、収益の安定性、財務の健

全性等を勘案し、各銘柄への実質投資割合を決定します。

③新興国の株式、株価指数先物取引及び上場投資信託証券への実質投資割合

は、原則として高位を維持します。

④ただし、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国が多数となり、

投資対象国が限定される場合には、新興国の株式、株価指数先物取引及び上

場投資信託証券への実質投資割合が高位とならず、この場合、わが国の円建

短期公社債等に投資を行い、この実質投資割合が高位となることがありま

す。

⑤実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年9月17日

 

 

関係法人

 

 

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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9. FOFs用新興国債券セレクト・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

主として新興国の現地通貨建債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関債

等をいいます。以下同じ。）に投資する新興国債券セレクトマザーファンド

（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象としま

す。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の現地通貨建債券に投資

します。

②ポートフォリオの構築にあたっては、政治・経済・財政等の問題が大きいと

判断される国を除外した上で、債券の時価総額や流動性等を勘案し、各国へ

の実質投資割合を決定します。

③新興国の現地通貨建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持しま

す。

④ただし、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国が多数となり、

投資対象国が限定される場合には、新興国の現地通貨建債券への実質投資割

合が高位とならず、この場合、わが国の円建短期公社債等に投資を行い、こ

の実質投資割合が高位となることがあります。

⑤実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第

1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取

得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年9月17日
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関係法人

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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10. FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

 

 

主要投資対象

 

 

主として日本を含む世界各国の債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関

債等をいいます。以下同じ。）に投資する世界ハイインカム入替戦略マザー

ファンド 為替ヘッジあり（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証

券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の債券に投

資します。

②ポートフォリオの構築に当たっては主として日本を含む世界各国の債券の中

から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水準等に

かかる評価・分析を行い投資対象国及び各銘柄への実質投資割合を決定しま

す。

③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うこと

により為替変動リスクの低減を目指します。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第

1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により

取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額

の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券

もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この

投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人

投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財

産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年9月17日

 

 

関係法人

 

 

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

　11. 大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)

運用会社 大和住銀投信投資顧問株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、主に世界の中核的なソブリン債券（準ソブリン債券も含みま

す。）への実質的な投資を行います。

主要投資対象
マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の公社債を主要投資対象としま

す。
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投資態度

 

 

 

 

 

 

 

①主に世界の中核的なソブリン債券（準ソブリン債券も含みます。）への実質

的な投資を行います。

※中核的ソブリン債券の選定基準は、主に投資適格相当のソブリン債券の中か

ら、安定的もしくは改善している信用力、バリュエーション、流動性を考慮

して決定します。

②世界のソブリン債券を中核とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や通

貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れることで、安定したトータ

ル・リターンを追求します。

③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ

ん。

④マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメント・

カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・インター

ナショナル・リミテッドへ委託します。

⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり

ます。

主な投資制限

①株式への直接投資は行いません。

②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

③為替予約取引、直物為替先渡取引およびデリバティブ取引はヘッジ目的に限

定しません。

④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める

合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないことと

します。

⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの

信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社

団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：5月11日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配
分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ

し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.7452％以内（税抜：0.69％以内）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月12日

信託期間 原則として無期限

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 17/148



関係法人

・投資顧問会社

マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメン

ト・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・イ

ンターナショナル・リミテッドへ委託します。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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12. FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、東証REIT 指数（配当込み）（※）と連動する投資成果を目

標として運用を行います。

主要投資対象

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（以下「上場不

動産投資信託証券」ということがあります。）に投資するJ-REITインデック

ス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主

要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東証REIT 指数（配当込み）と

連動する投資成果を目標として運用を行います。

②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを

基本とします。

③東証REIT 指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われ

るわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における

当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」といいます。）を

活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の実質組入総額と

不動産投信指数先物取引の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産

の純資産総額を超えることがあります。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券（上場不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きま

す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

③同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信

託財産の純資産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT 指数（配当込

み）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄

に東証REIT 指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することがで

きるものとします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。
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ベンチマーク 東証REIT 指数（配当込み）

決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年11月10日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「東証REIT 指数（配当込み）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算

出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とし

た時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。

①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な

ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま

す。

②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の

停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指

数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ

ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ

ん。

⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。

⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を

負いません。

⑦東証は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社又は当ファンドの購入者のニーズを、

同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に

対しても、責任を有しません。
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13. FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、S&P 先進国REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベー

ス）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

主要投資対象

主として日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並び

に取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券（総称して以下

「上場等不動産投資信託証券」といいます。）に投資するグローバルREIT イ

ンデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益

証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、S&P 先進国REIT 指数（除く日

本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行い

ます。

②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを

基本とします。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券（上場等不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きま

す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

③同一銘柄の上場等不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資

信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P 先進国REIT 指数

（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10%を超

える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P 先進国REIT 指数（除く日本、配

当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるも

のとします。

④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク S&P 先進国REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年11月10日

関係法人

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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※「S&P 先進国REIT 指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下

「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に

基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数を

もとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。

S&P 先進国REIT 指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC の商品であり、これ

を利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に付与されています。

Standard & Poor's
（R）

およびS&P
（R）

はStandard　& Poor's Financial Services LLC（以下

「S&P」）の登録商標で、Dow Jones
（R）

はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）

の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJI に、特定目的での利用を許諾するサ

ブライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当

ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones

Indices」）によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow

Jones Indices は、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当

ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P 先進国REIT 指数

の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 先進国REIT 指

数に関して、S&P Dow Jones Indices と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間に

ある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indices またはそのライセンサーの特定の商

標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P 先進国REIT 指数は三井住友トラス

ト・アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices によって

決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices は、S&P 先進国REIT 指数の決定、構成または計

算において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考

慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの価格または数量、あるいは当

ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還され

る計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow

Jones Indices は、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または

責任も負いません。S&P 先進国REIT 指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確

に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJI は投資顧問会社ではあ

りません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices がかかる証券の売り、買

い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
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S&P Dow Jones Indices は、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信

（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時

性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices は、これに含まれる誤り、欠落または中

断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indices は、明示的

または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品

性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって三井住友トラスト・アセット

マネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、

一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow

Jones Indices は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、

間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとし

ても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま

す。S&P Dow Jones Indices のライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと三井住友トラスト・ア

セットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

 

 

14. FOFs用MLP インデックスファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 日興アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、別に定めるＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシッ

プ）市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないま

す。

主要投資対象
インデックス マザーファンドＭＬＰ受益証券および米国の金融商品取引所に

上場されているＭＬＰやＭＬＰに関連する証券

投資態度

主として、インデックス マザーファンドＭＬＰ受益証券および米国の金融商

品取引所に上場されているＭＬＰやＭＬＰに関連する証券に投資を行ない、別

に定めるＭＬＰ市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用

を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性

および運用上の効率性を勘案し、委託者の判断により決定するものとします。

運用にあたって、対象指数に採用されていないＭＬＰ等についても、運用目的

を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対

象指数に採用されているＭＬＰ等の一部または全部の値動きに連動を目指す上

場投資信託証券や債券等に投資する場合もあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合

には、上記のような運用ができない場合があります。

＜別に定めるＭＬＰ市場の動きをとらえる指数＞

S&P MLP 指数（円換算ベース）
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主な投資制限

 

 

 

①株式：制限なし

②投資信託証券：（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除いて）5％以

下

③外貨建資産：制限なし

④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ

ろに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えな

いものとします。

ベンチマーク S&P MLP 指数（円換算ベース）

決算日 年1回：11月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含

む）等の全額。

②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただ

し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともある。

③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行なう。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1512％（税抜 年0.14％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成26年10月8日

信託期間 平成26年10月8日から平成36年11月20日

 

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「S&P MLP 指数」とはS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、ニューヨー

ク証券取引所やNASDAQ などに上場するMLPなどのうち、GICS（世界産業分類基準）においてエネル

ギーセクターまたは公益事業セクターのガス産業に属する銘柄を対象とした、浮動株調整後の時価総

額加重を基本とする指数です。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに日興アセットマネジメ

ント株式会社が独自に円換算した指数です。同指数はSPDJI の商品であり、これを利用するライセン

スが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。

 

 

15. HYFI Loan Fund － JPY-USD クラス

運用会社 Credit Suisse Asset Management, LLC

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象
主として米ドル建の貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）に投資し

ます。また、ハイイールド債券等にも投資します。

投資態度

①主として米ドル建のバンクローンに投資します。また、ハイイールド債券等

にも投資します。

②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評

価・分析に基づき行います。

③米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ド

ルでの為替予約取引等を行ないます。

④米ドル売り日本円買いの為替予約取引を行います。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①第一順位担保権付のバンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総

額の80％以上とします。

②組入比率上位3業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額

の15％を上限とします。その他の業種への投資割合は、1業種あたり投資信

託財産の純資産総額の12％を上限とします。

③組入比率上位10銘柄への投資割合の合計は、投資信託財産の純資産総額の

20％を上限とします。

④投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の5％以下とします。

⑤投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります。）の空売り

は行いません。

⑥投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。

⑦投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一社

（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資法

人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。

⑧流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし

ます。

⑨受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ

ん。

ベンチマーク クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス

決算日 毎年12月31日

収益の分配 収益の分配は行いません。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬

年率0.65％

なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、受託会社・管理事務代行

会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。

※この他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産

の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミット

メントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手

数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設

立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあ

ります。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成25年10月2日

関係法人

・投資顧問会社

Credit Suisse Asset Management, LLC

・受託会社

G.A.S. (Cayman) Limited

・管理事務代行会社

SMT Fund Services (Ireland) Limited

・保管受託銀行

State Street Bank and Trust Company
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16. FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的

に、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果

をめざして運用を行います。

主要投資対象

主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル

建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資するグローバル・

コモディティ（米ドル建て） マザーファンド（以下「マザーファンド」とい

います。）の受益証券および米ドル建て債券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、もしくは米ドル建て債券へ直接

投資することで、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する

投資成果を目指して運用を行います。なお、マザーファンド受益証券及び米

ドル建て債券の双方に投資することがあります。

②米ドル建て債券への実質投資割合は、原則として高位とすることを基本とし

ます。

③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投

資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の 5％以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年5月26日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance

L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS セキュリティーズ・エル・エ

ル・シー（UBS Securities LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体

の値動きを表します。

「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が

独自に円換算した指数です。

ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index
SM
）および「ブルームバーグ（Bloomberg

（R））
」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関

係会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目

的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index

SM
）は、ブルームバーグとUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契

約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セ

キュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS

は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグ

およびUBS のいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index
SM
）に関連するいかな

るデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
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17. TCA ファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、

日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数を対象とした先物取引（以

下「株価指数先物取引」といいます。）及び債券先物取引を積極的に活用し、

投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象
わが国の円建短期公社債等ならびに日本、米国及び欧州を中心とする先進国の

株価指数を対象とした先物取引および債券先物取引を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、日本、米国及び

欧州を中心とする先進国の株価指数先物取引及び債券先物取引（以下「先物

取引等」といいます。）を行います。

②運用にあたっては、三井住友信託銀行株式会社から投資助言を受けます。

③先物取引等は、原則として定量的手法に基づき行います。

④先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。

株価指数先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額

に100分の75の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲

を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。

債券先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に

100分の500の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲を

超えた場合には、すみやかに調整するものとします。

ここでいう投資額とは、投資信託財産における先物取引等の種類ごとに買建

玉の時価総額と売建玉の時価総額の差額の絶対値を合計した額をいいます。

⑤先物取引等にかかる損益等の為替リスクに対しては、原則として為替予約を

行い、為替リスクの低減をはかります。

⑥大量の追加設定又は解約が発生したとき、資金動向、市況動向の急激な変化

が生じたとき、投資信託財産の規模その他の要因等によっては、上記の運用

ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。

③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項

第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当

該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい

るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ

る新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産

総額の10％以下とします。

④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑥デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑧デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及

び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会

規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 6月・12月の各20日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額としま

す。

②分配対象額についての分配方針

委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。た

だし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わな

いことがあります。

③留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本

部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜 年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成22年2月25日
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信託期間 原則として無期限

関係法人

・助言会社

三井住友信託銀行株式会社

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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18. FOFs用 FRMシグマ・リンク・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として積

極的な運用を行います。

主要投資対象
FRM シグマ リンク マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）

の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円

建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、FRM Investment

Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託証券「FRM Sigma MA

Fund Limited」（以下「FRM シグマ ファンド」※といいます）の基準価額

の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※FRM シグマ ファンドは、金利、債券、株式、商品、為替等の先物取引等

を用いる複数のCTA のファンドを組み合わせることにより、中長期における

収益の獲得を目指して積極的な運用を行います。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投

資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産への直接投資は行いません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：11月25日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年11月25日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

19. ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

運用会社 ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長

を目指して運用を行います。

主要投資対象

主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド（以下「マ

ザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象とします。

＜マザーファンドの投資対象＞

主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。
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投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。

①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象（海外の

上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表的指

数であるHFRI 総合指数（HFRI Weighted Composite Index）（※）を参照

し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投

資成果を目指します。

②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。

③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場

合には、上記のような運用ができない場合があります。

＜マザーファンドの投資態度＞

①主な投資対象（海外の上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッ

ジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を

目指します。

②当ファンドの運用に関しては三井住友信託銀行株式会社より投資助言を受け

ます。

③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場

合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時（原則として毎年8月15日）に分配対象収益の中から、収益分配を行

います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益

と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。ただし、信託財産の状況

によっては、分配を行わないことがあります。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜 年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成24年8月8日

信託期間 原則として平成24年8月8日から平成34年6月27日

関係法人

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「HFRI 総合指数
（R）

（HFRI Weighted Composite Index
（R）

）」（以下「HFR 指数」）は、ヘッジ・

ファンド・リサーチ・インク（HFR）の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットファン

ド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）」に関する使用のみ、BNP パリバ インベストメント・
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パートナーズ株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR 及びHFR 指数（当該指数は当

該投資信託と独立し、関係なく算出されている）は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設

定、投資判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFR は、当該投

資信託を発起、支持、販売又は推奨していません。

HFR は、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関する妥当性や、HFR 指数の使用に起因して

当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信託の運用成績がHFR 指数の運用成績あ

るいはHFR 指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績について明示的あるいは暗示的な推奨、保

証又は表明をしていません。HFR は当該投資信託や当該投資信託の投資家に対してHFR 指数の過誤に

ついて通知する義務を負いません。HFR は、HFR 指数の計算に使用される方法を含むHFR 指数をいつ

でも修正、変更し、HFR 指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有します。これは、HFR 指数

に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。

HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR 指数の過誤を含むいかなる種類、性質

の損害も賠償する責任を負いません。

HFR 指数に関して、HFR は、全ての明示的あるいは暗示的な保証（特定の目的に係る商品性又は適合

性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない）を明示的に否認します。
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20. Global Absolute Return Strategies Fund- Class D
A,H,JPY

運用会社 Standard Life Investments Limited

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等に投資します。

投資態度

①主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等の多様な資産に対して、

様々な投資手法を活用した投資を行うことで、リスクの低減を図りつつ、日

本円短期金利（円LIBOR6ヶ月物）を上回る投資成果を目指します。

②組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ベンチマーク 日本円短期金利（円LIBOR6ヶ月物）

決算日 毎年12月31日

収益の分配 収益の分配は行いません。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬

年率0.85％

※この他、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する

諸費用が発生します。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成23年6月14日

関係法人

・管理会社

　Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

・副投資顧問会社

Standard Life Investments (USA) Limited

・管理事務代行会社／保管受託銀行

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
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21. FOFs用 FRM ダイバーシファイド・リンク・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象
FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド（以下「マザーファンド」と

いいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円

建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、FRM Investment

Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託証券「FRM

Diversified MA Fund Limited」（以下「FRM ダイバーシファイド ファン

ド」（※）といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目

指します。

※FRM ダイバーシファイド ファンドは、様々なヘッジファンドに分散投資

することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期における収益

の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第

1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取

得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への直接投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。
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決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年10月10日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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　22. BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY

運用会社 BlueBay Asset Management LLP

運用の基本方針
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ

取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。

主要投資対象

わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び

為替予約取引を主要取引対象とします。

なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

投資態度

①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ

ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。な

お、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建

（ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデ

リバティブ取引を活用することがあります。

③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることがあります。

④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま

す。

②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の10％以下とします。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）

収益の分配 収益の分配は行いません。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬

年率0.74％

なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行

会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成23年5月24日

関係法人

・管理会社

BlueBay Funds Management Company S.A.

・投資顧問会社

BlueBay Asset Management LLP

・副投資顧問会社

BlueBay Asset Management USA LLC

・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
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23. FOFs用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド（以下「マザーファンド」

といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する

円建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、Kairos Investment

Management Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS MULTI-

STRATEGY FUND」（以下「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファン

ド」
※
といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指

します。

※スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドは、様々なヘッジ

ファンド等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることに

より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍

投資信託証券です。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規

模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社

債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について

の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない

ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3

第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株

予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ

り取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産

総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投

資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④有価証券先物取引等は、投資信託約款第23条の範囲で行います。

⑤スワップ取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。

⑥金利先渡取引は、投資信託約款第25条の範囲で行います。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの

投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合

計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、

委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる

よう調整を行うこととします。

⑧デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません

決算日
原則、毎年10月10日

ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり

ます。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年1月20日
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信託期間 原則として、平成28年1月20日から平成37年10月10日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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24. FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド（以下「マザーファン

ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する

円建債券（以下「円建債券」といいます。）に投資し、Pictet Asset

Management S.A. 、 Pictet Asset Management Limited 、 Pictet Asset

Management (Singapore) Pte. Ltd 、 Pictet Asset Management (Hong

Kong) Limitedが運用する外国投資信託証券「Pictet Total Return ‒

Diversified Alpha」（以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファン

ド」※といいます）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指し

ます。

※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為

替、等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることによ

り、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投

資信託証券です。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規

模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項

第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権

に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し

たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％

以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④有価証券先物取引等は、投資信託約款第23条の範囲で行います。

⑤スワップ取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。

⑥金利先渡取引は、投資信託約款第25条の範囲で行います。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑧デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません

決算日 毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり

ます。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年1月20日

信託期間 原則として、平成28年1月20日から平成37年10月10日
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関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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25. FOFs用 ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンドＳ（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象
ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド（以下「マ

ザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店

が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券

（以下「円建債券」といいます。）に投資し、AHL Partners LLPが運用す

る外国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下「MAN

AHLファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成

果を目指します。

※ MAN AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為

替等の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予

測し、上昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行

うケイマン諸島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、組入

外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規

模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項

第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権

に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し

たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％

以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④有価証券先物取引等は、投資信託約款第23条の範囲で行います。

⑤スワップ取引は、投資信託約款第24条の範囲で行います。

⑥金利先渡取引は、投資信託約款第25条の範囲で行います。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑧デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 原則、毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり

ます。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年1月20日

信託期間 原則として、平成28年1月20日から平成37年10月10日
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関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

26. マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、

有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」ということが

あります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・ス

ワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取

引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいま

す。）及び為替予約取引を主要取引対象とします。
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投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバ

ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま

す。なお、主要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通

じて行うことがあります。

②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信

用取引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みます。

③運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社から投資助言を受けます。

④実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。

⑤信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純資

産総額の範囲内とします。

⑥債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予

約権付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、投資

信託財産の純資産総額の範囲内とします。

⑦有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。

株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の実

質時価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として投資

信託財産の純資産総額の２００％以下とし、当該範囲を超えた場合には速

やかに調整するものとします。

債券先物取引に係る実質投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額

の５００％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものと

します。

⑧為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。

為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれか

大きい方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の２００％以下と

し、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。

また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額との

差額の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の１００％以下

とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。

⑨資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規

模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時

において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第

236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当

該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明

確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号

の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、投資信

託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者

に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ

ブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当

該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び

選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則

に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超

えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません

決算日 原則、毎年2月7日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.8640％（税抜 年0.80％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成25年4月2日
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信託期間 平成25年4月2日から平成38年3月26日

関係法人

・助言会社

三井住友信託銀行株式会社

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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＜訂正後＞

（前略）

（参考）投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドとして予定しているファンドの概要は以下のとおりです。ただし、全ての投資対象

ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により

適宜見直しを行います。

以下の内容は、平成29年3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今

後、記載内容が変更となることがあります。

（中略）

6. FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資する「世界物価連

動債 マザーファンド 為替ヘッジあり」（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界のインフレ連動

国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ世界インフ

レ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）に連動する投資成果

を目指します。

②インフレ連動国債（物価連動国債）への実質投資割合は、原則として高位を

維持します。

③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替

変動リスクの低減を目指します。

④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ

のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、

投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は、転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社

債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について

の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ

とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1

項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約

権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得

したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク
ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス（除く日

本、円ヘッジベース）

決算日 年1回：1月17日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本

部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成29年3月31日

信託期間 原則として、平成29年3月31日から平成39年1月18日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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※「ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス」とは、ブルームバーグ・ファ

イナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）が開発、算

出、公表をおこなうインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスをあらわしま

す。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。ブルームバーグは、ブ

ルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標及びサービスマークです。バークレイズは、ライセ

ンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標及びサービスマークです。

ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社またはブルームバーグのライセン

サーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
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7. Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class

運用会社 Nuveen Asset Management ,LLC

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象
主として米国の投資適格地方債（一般財源保証債及びレベニュー債）等に投資

します。

投資態度

①主として米国の投資適格地方債（一般財源保証債及びレベニュー債）等に投

資します。

②ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクター

の幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上

で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。

③米国の投資適格地方債への投資割合は、原則として高位を維持します。

④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動

リスクの低減を目指します。

主な投資制限

①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは

行いません。

②投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。

③投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行

会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投

資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。

④流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし

ます。

⑤受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ

ん。

⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ

バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま

す。

決算日 年1回：12月31日

収益の分配 毎月

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.44％（税抜 年0.44％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年2月26日
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関係法人

 

 

 

 

 

・投資顧問会社

Nuveen Asset Management ,LLC

・受託会社

G.A.S. (Cayman) Limited

・管理事務代行会社

SMT Fund Services (Ireland) Limited

・名義書換事務受託会社

SMT Fund Services (Ireland) Limited

・保管受託銀行

Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limited

 

8. FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを

めざして、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資

成果を目標として運用を行います。

主要投資対象
外国株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じてMSCI コクサイ・インデックスを

構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス(円

ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがありま

す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の

合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投

資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）

決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年5月29日

 

 

関係法人

 

 

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国

の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権
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等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容

を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

 

9. FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）

と連動する投資成果を目標として運用を行います。

主要投資対象
外国債券インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債

を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い

ます。

②実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

③運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ

のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、

投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年5月29日

関係法人

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」とは、Citigroup Index LLC が開発した、

世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数

は、Citigroup Index LLC の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する

すべての権利は、Citigroup Index LLC が有しています。なお、Citigroup Index LLC は、ファンド

の設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
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10. FOFs用新興国株式セレクト・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

主として金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）

を含みます。以下同じ。）に投資する新興国株式セレクトマザーファンド（以

下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、金融商品取引所等に上場されて

いる新興国の株式に投資します。

②ポートフォリオの構築にあたっては、政治・経済・財政等の問題が大きいと

判断される国を除外した上で、個別銘柄の収益性、収益の安定性、財務の健

全性等を勘案し、各銘柄への実質投資割合を決定します。

③新興国の株式、株価指数先物取引及び上場投資信託証券への実質投資割合

は、原則として高位を維持します。

④ただし、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国が多数となり、

投資対象国が限定される場合には、新興国の株式、株価指数先物取引及び上

場投資信託証券への実質投資割合が高位とならず、この場合、わが国の円建

短期公社債等に投資を行い、この実質投資割合が高位となることがありま

す。

⑤実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年9月17日

 

 

関係法人

 

 

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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11. FOFs用新興国債券セレクト・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

主として新興国の現地通貨建債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関債

等をいいます。以下同じ。）に投資する新興国債券セレクトマザーファンド

（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象としま

す。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の現地通貨建債券に投資

します。

②ポートフォリオの構築にあたっては、政治・経済・財政等の問題が大きいと

判断される国を除外した上で、債券の時価総額や流動性等を勘案し、各国へ

の実質投資割合を決定します。

③新興国の現地通貨建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持しま

す。

④ただし、政治・経済・財政等の問題が大きいと判断される国が多数となり、

投資対象国が限定される場合には、新興国の現地通貨建債券への実質投資割

合が高位とならず、この場合、わが国の円建短期公社債等に投資を行い、こ

の実質投資割合が高位となることがあります。

⑤実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

⑥資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第

1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取

得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年9月17日
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関係法人

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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12. FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

 

 

主要投資対象

 

 

主として日本を含む世界各国の債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関

債等をいいます。以下同じ。）に投資する世界ハイインカム入替戦略マザー

ファンド 為替ヘッジあり（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証

券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の債券に投

資します。

②ポートフォリオの構築に当たっては主として日本を含む世界各国の債券の中

から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水準等に

かかる評価・分析を行い投資対象国及び各銘柄への実質投資割合を決定しま

す。

③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うこと

により為替変動リスクの低減を目指します。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第

1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により

取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額

の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい

い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券

もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この

投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人

投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財

産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年9月17日

 

 

関係法人

 

 

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

　13. 大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)

運用会社 大和住銀投信投資顧問株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、主に世界の中核的なソブリン債券（準ソブリン債券も含みま

す。）への実質的な投資を行います。

主要投資対象
マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の公社債を主要投資対象としま

す。
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投資態度

 

 

 

 

 

 

 

①主に世界の中核的なソブリン債券（準ソブリン債券も含みます。）への実質

的な投資を行います。

※中核的ソブリン債券の選定基準は、主に投資適格相当のソブリン債券の中か

ら、安定的もしくは改善している信用力、バリュエーション、流動性を考慮

して決定します。

②世界のソブリン債券を中核とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や通

貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れることで、安定したトータ

ル・リターンを追求します。

③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ

ん。

④マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメント・

カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・インター

ナショナル・リミテッドへ委託します。

⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり

ます。

主な投資制限

①株式への直接投資は行いません。

②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

③為替予約取引、直物為替先渡取引およびデリバティブ取引はヘッジ目的に限

定しません。

④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める

合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないことと

します。

⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの

信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社

団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：5月11日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配
分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ

し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.7452％以内（税抜：0.69％以内）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月12日

信託期間 原則として無期限
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関係法人

・投資顧問会社

マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメン

ト・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・イ

ンターナショナル・リミテッドへ委託します。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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14. FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、東証REIT 指数（配当込み）（※）と連動する投資成果を目

標として運用を行います。

主要投資対象

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（以下「上場不

動産投資信託証券」ということがあります。）に投資するJ-REITインデック

ス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主

要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東証REIT 指数（配当込み）と

連動する投資成果を目標として運用を行います。

②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを

基本とします。

③東証REIT 指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われ

るわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における

当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」といいます。）を

活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の実質組入総額と

不動産投信指数先物取引の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産

の純資産総額を超えることがあります。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券（上場不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きま

す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

③同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信

託財産の純資産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT 指数（配当込

み）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄

に東証REIT 指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することがで

きるものとします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。
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ベンチマーク 東証REIT 指数（配当込み）

決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年11月10日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「東証REIT 指数（配当込み）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算

出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とし

た時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。

①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な

ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま

す。

②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の

停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指

数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ

ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ

ん。

⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。

⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を

負いません。

⑦東証は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社又は当ファンドの購入者のニーズを、

同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に

対しても、責任を有しません。
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15. FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、S&P 先進国REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベー

ス）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

主要投資対象

主として日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並び

に取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券（総称して以下

「上場等不動産投資信託証券」といいます。）に投資するグローバルREIT イ

ンデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益

証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、S&P 先進国REIT 指数（除く日

本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行い

ます。

②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを

基本とします。

③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②投資信託証券（上場等不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きま

す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

③同一銘柄の上場等不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資

信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P 先進国REIT 指数

（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10%を超

える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P 先進国REIT 指数（除く日本、配

当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるも

のとします。

④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク S&P 先進国REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年11月10日

関係法人

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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※「S&P 先進国REIT 指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下

「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に

基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数を

もとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。

S&P 先進国REIT 指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC の商品であり、これ

を利用するライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に付与されています。

Standard & Poor's
（R）

およびS&P
（R）

はStandard　& Poor's Financial Services LLC（以下

「S&P」）の登録商標で、Dow Jones
（R）

はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）

の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJI に、特定目的での利用を許諾するサ

ブライセンスが三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当

ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones

Indices」）によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow

Jones Indices は、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当

ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P 先進国REIT 指数

の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 先進国REIT 指

数に関して、S&P Dow Jones Indices と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間に

ある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indices またはそのライセンサーの特定の商

標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P 先進国REIT 指数は三井住友トラス

ト・アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indices によって

決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indices は、S&P 先進国REIT 指数の決定、構成または計

算において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考

慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices は、当ファンドの価格または数量、あるいは当

ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還され

る計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow

Jones Indices は、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または

責任も負いません。S&P 先進国REIT 指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確

に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJI は投資顧問会社ではあ

りません。インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indices がかかる証券の売り、買

い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
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S&P Dow Jones Indices は、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信

（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時

性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices は、これに含まれる誤り、欠落または中

断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indices は、明示的

または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品

性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって三井住友トラスト・アセット

マネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、

一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow

Jones Indices は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、

間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとし

ても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま

す。S&P Dow Jones Indices のライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと三井住友トラスト・ア

セットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

 

 

16. FOFs用MLP インデックスファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 日興アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、別に定めるＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシッ

プ）市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないま

す。

主要投資対象
インデックス マザーファンドＭＬＰ受益証券および米国の金融商品取引所に

上場されているＭＬＰやＭＬＰに関連する証券

投資態度

主として、インデックス マザーファンドＭＬＰ受益証券および米国の金融商

品取引所に上場されているＭＬＰやＭＬＰに関連する証券に投資を行ない、別

に定めるＭＬＰ市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用

を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性

および運用上の効率性を勘案し、委託者の判断により決定するものとします。

運用にあたって、対象指数に採用されていないＭＬＰ等についても、運用目的

を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対

象指数に採用されているＭＬＰ等の一部または全部の値動きに連動を目指す上

場投資信託証券や債券等に投資する場合もあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合

には、上記のような運用ができない場合があります。

＜別に定めるＭＬＰ市場の動きをとらえる指数＞

S&P MLP 指数（円換算ベース）
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主な投資制限

 

 

 

①株式：制限なし

②投資信託証券：（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除いて）5％以

下

③外貨建資産：制限なし

④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ

ろに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えな

いものとします。

ベンチマーク S&P MLP 指数（円換算ベース）

決算日 年1回：11月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含

む）等の全額。

②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただ

し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともある。

③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行なう。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1512％（税抜 年0.14％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成26年10月8日

信託期間 平成26年10月8日から平成36年11月20日

 

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「S&P MLP 指数」とはS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、ニューヨー

ク証券取引所やNASDAQ などに上場するMLPなどのうち、GICS（世界産業分類基準）においてエネル

ギーセクターまたは公益事業セクターのガス産業に属する銘柄を対象とした、浮動株調整後の時価総

額加重を基本とする指数です。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに日興アセットマネジメ

ント株式会社が独自に円換算した指数です。同指数はSPDJI の商品であり、これを利用するライセン

スが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。

 

 

17. HYFI Loan Fund － JPY-USD クラス

運用会社 Credit Suisse Asset Management, LLC

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象
主として米ドル建の貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）に投資し

ます。また、ハイイールド債券等にも投資します。

投資態度

①主として米ドル建のバンクローンに投資します。また、ハイイールド債券等

にも投資します。

②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評

価・分析に基づき行います。

③米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ド

ルでの為替予約取引等を行ないます。

④米ドル売り日本円買いの為替予約取引を行います。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①第一順位担保権付のバンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産総

額の80％以上とします。

②組入比率上位3業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総額

の15％を上限とします。その他の業種への投資割合は、1業種あたり投資信

託財産の純資産総額の12％を上限とします。

③組入比率上位10銘柄への投資割合の合計は、投資信託財産の純資産総額の

20％を上限とします。

④投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の5％以下とします。

⑤投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります。）の空売り

は行いません。

⑥投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。

⑦投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一社

（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資法

人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。

⑧流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし

ます。

⑨受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ

ん。

ベンチマーク クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス

決算日 毎年12月31日

収益の分配 収益の分配は行いません。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬

年率0.65％

なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、受託会社・管理事務代行

会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。

※この他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産

の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミット

メントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手

数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設

立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあ

ります。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成25年10月2日

関係法人

・投資顧問会社

Credit Suisse Asset Management, LLC

・受託会社

G.A.S. (Cayman) Limited

・管理事務代行会社

SMT Fund Services (Ireland) Limited

・保管受託銀行

State Street Bank and Trust Company
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18. FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的

に、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果

をめざして運用を行います。

主要投資対象

主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル

建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資するグローバル・

コモディティ（米ドル建て） マザーファンド（以下「マザーファンド」とい

います。）の受益証券および米ドル建て債券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、もしくは米ドル建て債券へ直接

投資することで、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する

投資成果を目指して運用を行います。なお、マザーファンド受益証券及び米

ドル建て債券の双方に投資することがあります。

②米ドル建て債券への実質投資割合は、原則として高位とすることを基本とし

ます。

③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投

資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の 5％以下とします。

④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年5月26日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance

L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS セキュリティーズ・エル・エ

ル・シー（UBS Securities LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体

の値動きを表します。

「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が

独自に円換算した指数です。

ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index
SM
）および「ブルームバーグ（Bloomberg

（R））
」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関

係会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目

的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index

SM
）は、ブルームバーグとUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契

約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セ

キュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS

は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグ

およびUBS のいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index
SM
）に関連するいかな

るデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
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19. TCA ファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

この投資信託は、主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、

日本、米国及び欧州を中心とする先進国の株価指数を対象とした先物取引（以

下「株価指数先物取引」といいます。）及び債券先物取引を積極的に活用し、

投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象
わが国の円建短期公社債等ならびに日本、米国及び欧州を中心とする先進国の

株価指数を対象とした先物取引および債券先物取引を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①主として、わが国の円建短期公社債等に投資するとともに、日本、米国及び

欧州を中心とする先進国の株価指数先物取引及び債券先物取引（以下「先物

取引等」といいます。）を行います。

②運用にあたっては、三井住友信託銀行株式会社から投資助言を受けます。

③先物取引等は、原則として定量的手法に基づき行います。

④先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。

株価指数先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額

に100分の75の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲

を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。

債券先物取引にかかる投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額に

100分の500の率を乗じて得られる額の範囲内とします。投資額が当該範囲を

超えた場合には、すみやかに調整するものとします。

ここでいう投資額とは、投資信託財産における先物取引等の種類ごとに買建

玉の時価総額と売建玉の時価総額の差額の絶対値を合計した額をいいます。

⑤先物取引等にかかる損益等の為替リスクに対しては、原則として為替予約を

行い、為替リスクの低減をはかります。

⑥大量の追加設定又は解約が発生したとき、資金動向、市況動向の急激な変化

が生じたとき、投資信託財産の規模その他の要因等によっては、上記の運用

ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。

③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項

第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当

該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい

るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ

る新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産

総額の10％以下とします。

④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑥デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑧デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及

び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会

規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 6月・12月の各20日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額としま

す。

②分配対象額についての分配方針

委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。た

だし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わな

いことがあります。

③留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本

部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜 年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成22年2月25日
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信託期間 原則として無期限

関係法人

・助言会社

三井住友信託銀行株式会社

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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20. FOFs用 FRMシグマ・リンク・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として積

極的な運用を行います。

主要投資対象
FRM シグマ リンク マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）

の受益証券を主要投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円

建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、FRM Investment

Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託証券「FRM Sigma MA

Fund Limited」（以下「FRM シグマ ファンド」※といいます）の基準価額

の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

※FRM シグマ ファンドは、主としてシステム運用戦略に基づいて、株式、

債券、金利、商品、為替等各種資産の取引（関連デリバティブ取引を含みま

す。）を行う複数のファンドに投資することで、テールリスク・ヘッジを行

いつつ、中長期における絶対収益の獲得を目指します。なお、システム運用

戦略以外のファンドに投資することもあります。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投

資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④外貨建資産への直接投資は行いません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 年1回：11月25日（休業日の場合は翌営業日）
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収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年11月25日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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21. ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

運用会社 ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長

を目指して運用を行います。

主要投資対象

主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド（以下「マ

ザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象とします。

＜マザーファンドの投資対象＞

主として、海外の上場先物、為替取引等を投資対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。

①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象（海外の

上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表的指

数であるHFRI 総合指数（HFRI Weighted Composite Index）（※）を参照

し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投

資成果を目指します。

②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。

③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。

④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場

合には、上記のような運用ができない場合があります。

＜マザーファンドの投資態度＞

①主な投資対象（海外の上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッ

ジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるような投資成果を

目指します。

②当ファンドの運用に関しては三井住友信託銀行株式会社より投資助言を受け

ます。

③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元

本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生した場

合には、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時（原則として毎年8月15日）に分配対象収益の中から、収益分配を行

います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益

と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。ただし、信託財産の状況

によっては、分配を行わないことがあります。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.864％（税抜 年0.8％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成24年8月8日

信託期間 原則として平成24年8月8日から平成34年6月27日
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関係法人

・助言会社

マザーファンドに対して三井住友信託銀行株式会社が投資助言を行いま

す。

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

※「HFRI 総合指数
（R）

（HFRI Weighted Composite Index
（R）

）」（以下「HFR 指数」）は、ヘッジ・

ファンド・リサーチ・インク（HFR）の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲットファン

ド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）」に関する使用のみ、BNP パリバ インベストメント・

パートナーズ株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR 及びHFR 指数（当該指数は当

該投資信託と独立し、関係なく算出されている）は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設

定、投資判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFR は、当該投

資信託を発起、支持、販売又は推奨していません。

HFR は、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関する妥当性や、HFR 指数の使用に起因して

当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信託の運用成績がHFR 指数の運用成績あ

るいはHFR 指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績について明示的あるいは暗示的な推奨、保

証又は表明をしていません。HFR は当該投資信託や当該投資信託の投資家に対してHFR 指数の過誤に

ついて通知する義務を負いません。HFR は、HFR 指数の計算に使用される方法を含むHFR 指数をいつ

でも修正、変更し、HFR 指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有します。これは、HFR 指数

に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。

HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR 指数の過誤を含むいかなる種類、性質

の損害も賠償する責任を負いません。

HFR 指数に関して、HFR は、全ての明示的あるいは暗示的な保証（特定の目的に係る商品性又は適合

性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない）を明示的に否認します。
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22. Global Absolute Return Strategies Fund- Class D
A,H,JPY

運用会社 Standard Life Investments Limited

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等に投資します。

投資態度

①主として世界の株式、債券、為替、デリバティブ等の多様な資産に対して、

様々な投資手法を活用した投資を行うことで、リスクの低減を図りつつ、日

本円短期金利（円LIBOR6ヶ月物）を上回る投資成果を目指します。

②組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ベンチマーク 日本円短期金利（円LIBOR6ヶ月物）

決算日 毎年12月31日

収益の分配 収益の分配は行いません。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬

年率0.85％

※この他、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する

諸費用が発生します。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成23年6月14日

関係法人

・管理会社

　Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

・副投資顧問会社

Standard Life Investments (USA) Limited

・管理事務代行会社／保管受託銀行

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
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23. FOFs用 FRM ダイバーシファイド・リンク・ファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象
FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド（以下「マザーファンド」と

いいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円

建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、FRM Investment

Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託証券「FRM

Diversified MA Fund Limited」（以下「FRM ダイバーシファイド ファン

ド」（※）といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目

指します。

※FRM ダイバーシファイド ファンドは、様々なヘッジファンドに分散投資

することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期における収益

の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第

1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予

約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取

得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の

10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への直接投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。
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決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）

 

 

 

 

収益の分配

 

 

 

 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益

を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し

ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま

す。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成27年5月20日

信託期間 原則として、平成27年5月20日から平成37年10月10日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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　24. BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY

運用会社 BlueBay Asset Management LLP

運用の基本方針
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ

取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。

主要投資対象

わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び

為替予約取引を主要取引対象とします。

なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

投資態度

①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ

ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。な

お、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。

②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建

（ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデ

リバティブ取引を活用することがあります。

③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることがあります。

④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限

①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま

す。

②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の10％以下とします。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）

収益の分配 収益の分配は行いません。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬

年率0.74％

なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行

会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成23年5月24日

関係法人

・管理会社

BlueBay Funds Management Company S.A.

・投資顧問会社

BlueBay Asset Management LLP

・副投資顧問会社

BlueBay Asset Management USA LLC

・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
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25. FOFs用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド（以下「マザーファンド」

といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する

円建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、Kairos Investment

Management Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS MULTI-

STRATEGY FUND」（以下「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファン

ド」
※
といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指

します。

※スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドは、様々なヘッジ

ファンド等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることに

より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍

投資信託証券です。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規

模によっては、上記の運用ができない場合があります。

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 92/148



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社

債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について

の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない

ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3

第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株

予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ

り取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産

総額の10％以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投

資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの

投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合

計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、

委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる

よう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし

くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資

信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資

信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の

純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません

決算日
原則、毎年10月10日

ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり

ます。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年1月20日

信託期間 原則として、平成28年1月20日から平成37年10月10日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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26. FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド（以下「マザーファン

ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する

円建債券（以下「円建債券」といいます。）に投資し、ピクテグループの

運用会社が運用する外国投資信託証券「 Pictet Total Return ‒

Diversified Alpha」（以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファン

ド」※といいます）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指し

ます。

※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為

替、等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることによ

り、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投

資信託証券です。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規

模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項

第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権

に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し

たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％

以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません

決算日 毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり

ます。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年1月20日

信託期間 原則として、平成28年1月20日から平成37年10月10日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社
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27. FOFs用 ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンドＳ（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象
ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド（以下「マ

ザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店

が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券

（以下「円建債券」といいます。）に投資し、AHL Partners LLPが運用す

る外国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下「MAN

AHLファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成

果を目指します。

※ MAN AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為

替等の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予

測し、上昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行

うケイマン諸島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、組入

外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。

②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規

模によっては、上記の運用ができない場合があります。

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 97/148



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債

のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと

をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項

第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権

に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得し

たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％

以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー

ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投

資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で

20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者

は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整

を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく

は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託

において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協

会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総

額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 原則、毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり

ます。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.1944％（税抜 年0.18％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成28年1月20日

信託期間 原則として、平成28年1月20日から平成37年10月10日

関係法人
・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 98/148



28. マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま

す。

主要投資対象

わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、

有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」ということが

あります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・ス

ワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取

引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいま

す。）及び為替予約取引を主要取引対象とします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資態度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバ

ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま

す。なお、主要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通

じて行うことがあります。

②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信

用取引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みます。

③運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社から投資助言を受けます。

④実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。

⑤信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純資

産総額の範囲内とします。

⑥債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予

約権付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、投資

信託財産の純資産総額の範囲内とします。

⑦有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。

株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の実

質時価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として投資

信託財産の純資産総額の２００％以下とし、当該範囲を超えた場合には速

やかに調整するものとします。

債券先物取引に係る実質投資額は、原則として投資信託財産の純資産総額

の５００％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものと

します。

⑧為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。

為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれか

大きい方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の２００％以下と

し、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。

また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額との

差額の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の１００％以下

とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。

⑨資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規

模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①株式への実質投資割合には制限を設けません。

②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時

において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第

236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当

該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明

確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号

の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、投資信

託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。

⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者

に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ

ブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること

となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当

該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、

新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び

選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則

に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超

えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク 該当事項はありません

決算日 原則、毎年2月7日（休業日の場合は翌営業日）

収益の分配

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価

益を含みます。）等の全額とします。

②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定

します。ただし、分配を行わないことがあります。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元

本部分と同一の運用を行います。

申込手数料 該当事項はありません。

換金（解約）手数料 該当事項はありません。

信託報酬 純資産総額に対し、年0.8640％（税抜 年0.80％）

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成25年4月2日
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信託期間 平成25年4月2日から平成38年3月26日

関係法人

・助言会社

三井住友信託銀行株式会社

・受託会社

三井住友信託銀行株式会社

 

29. Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A

運用会社 Numeric Investors LLC

運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要投資対象 主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。

投資態度

①主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。

②企業の財務情報、市場価格、その他のデータを収集し、モニタリングするシ

ステム運用手法を用いてロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジ

ションを構築します。

 

 

 

 

 

 

主な投資制限

 

 

 

 

 

 

①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは

行いません。

②投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。

③流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし

ます。

④受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ

ん。

⑤一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ

バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、

原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え

ることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま

す。

ベンチマーク 該当事項はありません。

決算日 毎年12月の最終ファンド営業日

収益の分配 収益の分配は行いません。

運用報酬

年率1.5％（税抜1.5％）

上記の他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資

産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミッ

トメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託

手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設

立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあ

ります。

信託財産留保額 該当事項はありません。

設定日 平成29年3月10日

信託期間 当該ファンドでは信託期間は定められておりません。
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関係法人

 ・投資顧問会社

Numeric Investors LLC

・管理事務代行会社

State Street Cayman Trust Company, Ltd

・保管受託銀行

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
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３【投資リスク】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「３　投資リスク」につきましては、

該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

＜訂正前＞

（前略）

⑥為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して

円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨

建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ

ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ

を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の

金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。

（中略）

⑧流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が

低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ

とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

⑨カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事

態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下

落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可

能性があります。

⑩資産等の選定・配分に係るリスク

ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を

行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比

率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す

る要因となる場合があります。また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リ

スクが生じる可能性があります。

⑪ヘッジファンドの運用手法に係るリスク

投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引

等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した

場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受

け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、

売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ

大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。ヘッジファンドのパフォーマン

スは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が

発生する可能性があります。
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⑫仕組み債券に係るリスク

投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果

を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ

とを保証するものではありません。

また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市

場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある

いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。

加えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、

取引にあたっては高いコストがかかる場合があります。

なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資

対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ

ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発

行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。

⑬ブローカーの信用リスク

投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が

あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相

当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性

があります。

（中略）

 

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

104/148



 

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

105/148



＜訂正後＞

（前略）

⑥為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して

円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨

建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ

ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ

を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の

金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト

がかかる場合があることにご留意ください。

（中略）

　⑧米国地方債に関する信用リスク

米国地方債は、元利償還財源の相違によって「レベニュー債」と「一般財源保証債」に大別されま

す。

＜レベニュー債＞

レベニュー債は、特定事業（例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営等）

から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公共団体や公

的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外の事業等から生じた

資金を保有していたとしても、その資金がレベニュー債の元利償還に充当されることはありませ

ん。したがって、発行体である地方公共団体や公的機関等の財政状況にかかわらず、レベニュー債

の裏付けとなる特定事業が不振となり、当該レベニュー債に係る元利払いができなくなった場合、

又はそれが予想される場合には、レベニュー債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性

があります。

＜一般財源保証債＞

一般財源保証債は、起債する地方公共団体の課税権を含む全信用力を担保として発行され、発行体

が元利償還の全責任を負います。したがって、発行体である地方公共団体が財政難、その他の理由

により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場

合、またはそれが予想される場合には、一般財源保証債の価格が下落し、基準価額の下落要因とな

る可能性があります。

⑨流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が

低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ

とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

⑩カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事

態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下

落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可

能性があります。

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

106/148



⑪資産等の選定・配分に係るリスク

ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を

行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比

率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す

る要因となる場合があります。また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リ

スクが生じる可能性があります。

⑫ヘッジファンドの運用手法に係るリスク

投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引

等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した

場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受

け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、

売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ

大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。ヘッジファンドのパフォーマン

スは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が

発生する可能性があります。

⑬仕組み債券に係るリスク

投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果

を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ

とを保証するものではありません。

また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市

場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある

いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。

加えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、

取引にあたっては高いコストがかかる場合があります。

なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資

対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ

ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発

行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。

⑭ブローカーの信用リスク

投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が

あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相

当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性

があります。

（中略）
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４【手数料等及び税金】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「４　手数料等及び税金」につきまし

ては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

（３）【信託報酬等】

 

＜訂正前＞

（前略）

（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。

当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産

の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。

なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。

ファンド名 信託報酬

（中略） （中略）

FOFs用日本物価連動国債ファンドS（適格機関投資家専用） 年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家

専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家

専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用新興国株式セレクト・ファンドS（適格機関投資家専

用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用新興国債券セレクト・ファンドS（適格機関投資家専

用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為替ヘッジあ

り）（適格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資

家専用)

年率　0.7452％以内

（税抜：0.69％以内）

FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専

用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関

投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用MLP インデックスファンド（適格機関投資家専用） 年率　0.1512％（税抜　0.14％）

HYFI Loan Fund － JPY-USD クラス 年率　　0.65％

FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファン

ドS（適格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

TCA ファンド（適格機関投資家専用） 年率　 0.864％（税抜　 0.8％）

FOFs用 FRMシグマ・リンク・ファンドS（適格機関投資家専

用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）
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ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替

ヘッジあり（適格機関投資家専用）
年率　 0.864％（税抜　 0.8％）

Global Absolute Return Strategies Fund- Class D
A,H,JPY 年率　　0.85％

FOFs用 FRM ダイバーシファイド・リンク・ファンドS（適

格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund －

クラスS-JPY
年率　　0.74％

FOFs用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンドS（適

格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜 年0.18％）

FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適

格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜 年0.18％）

FOFs用 ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファ

ンドＳ（適格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜 年0.18％）

マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用） 年率　 0.864％（税抜　年0.8％）

 

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信

託報酬率は変動します。

◎実質的な信託報酬率：年率1.55333％～1.86727％程度（税抜年率1.43827％～1.74472％程度）

 

＜訂正後＞

（前略）

（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。

当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産

の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。

なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。

ファンド名 信託報酬

（中略） （中略）

FOFs用日本物価連動国債ファンドS（適格機関投資家専用） 年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替ヘッジあり）（適格

機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-

H Dividend Retail Class
年率　　0.44％

FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家

専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家

専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用新興国株式セレクト・ファンドS（適格機関投資家専

用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）
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FOFs用新興国債券セレクト・ファンドS（適格機関投資家専

用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為替ヘッジあ

り）（適格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資

家専用)

年率　0.7452％以内

（税抜：0.69％以内）

FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専

用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関

投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

FOFs用MLP インデックスファンド（適格機関投資家専用） 年率　0.1512％（税抜　0.14％）

HYFI Loan Fund － JPY-USD クラス 年率　　0.65％

FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファン

ドS（適格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

TCA ファンド（適格機関投資家専用） 年率　 0.864％（税抜　 0.8％）

FOFs用 FRMシグマ・リンク・ファンドS（適格機関投資家専

用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替

ヘッジあり（適格機関投資家専用）
年率　 0.864％（税抜　 0.8％）

Global Absolute Return Strategies Fund- Class D
A,H,JPY 年率　　0.85％

FOFs用 FRM ダイバーシファイド・リンク・ファンドS（適

格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜　0.18％）

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund －

クラスS-JPY
年率　　0.74％

FOFs用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンドS（適

格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜 年0.18％）

FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適

格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜 年0.18％）

FOFs用 ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファ

ンドＳ（適格機関投資家専用）
年率　0.1944％（税抜 年0.18％）

マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用） 年率　 0.864％（税抜　年0.8％）

Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A 年率　　1.50％

 

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信

託報酬率は変動します。

◎実質的な信託報酬率：年率1.55333％～1.86727％程度（税抜年率1.43827％～1.74472％程度）
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（５）【課税上の取扱い】

 

＜訂正前＞

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

（中略）

※上記は、平成28年6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が

変更される場合があります。

（後略）

 

＜訂正後＞

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

（中略）

※上記は、平成29年1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が

変更される場合があります。

（後略）

５【運用状況】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「５　運用状況」につきましては、該

当情報を以下の内容に更新・訂正します。

 

＜更新・訂正後＞

以下の記載は平成29年1月31日現在の状況について記載してあります。

 

【むさしのコア投資ファンド（安定型）】

 

（１）【投資状況】

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 1,195,672,720 82.88

 ケイマン 56,652,271 3.92

 小計 1,252,324,991 86.81

投資証券 ルクセンブルク 175,356,622 12.16

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,874,545 1.03

合計(純資産総額) 1,442,556,158 100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順
位

国／地域 種類 銘柄名
数量又は
額面総額

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(％)

1 日本 投資信託

受益証券

FOFs用世界ハイインカム入替戦略

ファンドS(為替ヘッジあり)（適格

機関投資家専用）

219,586,711 1.063 233,424,626 1.0262 225,339,882 15.62

2 日本 投資信託

受益証券

FOFs用外国株式インデックス ・

ファンドS （適格機関投資家専

用）

130,880,944 0.8642 113,118,567 0.9853 128,956,994 8.94

3 ルクセン

ブルク

投資証券 Global Absolute Return

Strategies Fund - Class D
A, H,

JPY

63,165.669 1,821.89 115,080,900 1,848 116,730,156 8.09

4 日本 投資信託

受益証券

FOFs用FRM ダイバーシファイド・

リンク ・ファンドS （適格機関投

資家専用）

122,422,461 0.9412 115,234,426 0.9435 115,505,591 8.01

5 日本 投資信託

受益証券

ヘッジファンド・リターン・ター

ゲットファンド ・為替ヘッジあり

（適格機関投資家専用）

82,532,631 1.0406 85,888,572 1.0644 87,847,732 6.09

6 日本 投資信託

受益証券

FOFs用外国債券インデックス ・

ファンドS （適格機関投資家専

用）

79,652,942 0.902 71,849,183 0.9316 74,204,680 5.14

7 日本 投資信託

受益証券

FOFs用JPX日経インデックス400

ファンドS（適格機関投資家専用）

67,944,182 0.8491 57,692,763 0.9585 65,124,498 4.51

8 ルクセン

ブルク

投資証券 BlueBay Investment Grade

Absolute Return Bond Fund － ク

ラスS-JPY

5,995.317 9,589.84 57,494,130 9,778.71 58,626,466 4.06

9 日本 投資信託

受益証券

TCAファンド （適格機関投資家専

用）

63,275,335 0.9477 59,968,502 0.9163 57,979,189 4.02

10 ケイマン 投資信託

受益証券

HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス 51,197.3152 1,088.43 55,724,693 1,106.54 56,652,271 3.93

11 日本 投資信託

受益証券

FOFs用国内債券インデックス ・

ファンドS（適格機関投資家専用）

54,345,294 1.0571 57,453,681 1.0381 56,415,849 3.91

12 日本 投資信託

受益証券

FOFs用J-REITインデックス ・ファ

ンドS （適格機関投資家専用）

41,917,920 1.021 42,801,004 1.0523 44,110,227 3.06

13 日本 投資信託

受益証券

FOFs用日本物価連動国債ファンドS

（適格機関投資家専用）

38,597,542 0.9714 37,493,729 0.9719 37,512,951 2.60

14 日本 投資信託

受益証券

大和住銀／ウエリントン ・ワール

ド・ボンド （適格機関投資家専

用）

35,620,802 0.8907 31,730,796 0.9607 34,220,904 2.37

15 日本 投資信託

受益証券

FOFs用国内株式エンハンスト運用

戦略ファンド（適格機関投資家専

用）

28,397,901 1.0053 28,551,221 1.1478 32,595,110 2.26

16 日本 投資信託

受益証券

FOFs用KIM マルチストラテジー リ

ンクファンドS（適格機関投資家専

用）

28,463,484 0.989 28,152,719 1.0464 29,784,189 2.06

17 日本 投資信託

受益証券

FOFs用ピクテ マルチストラテジー

リンクファンドS（適格機関投資家

専用）

29,320,704 1.0027 29,401,599 1.0088 29,578,726 2.05

18 日本 投資信託

受益証券

マルチ・ストラテジー・ファンド

（適格機関投資家専用）

30,523,035 0.9607 29,323,479 0.9652 29,460,833 2.04

19 日本 投資信託

受益証券

FOFs用MAN AHL ダイバーシファイ

ド リンクファンドS（適格機関投

資家専用）

34,056,470 0.8656 29,481,630 0.8602 29,295,375 2.03

20 日本 投資信託

受益証券

FOFs用FRM シグマ ・リンク ・

ファンドS（適格機関投資家専用）

33,634,027 0.8911 29,973,333 0.8521 28,659,554 1.99

21 日本 投資信託

受益証券

FOFs用グローバルREITインデック

ス ・ファンドS （適格機関投資家

専用）

28,640,768 0.9115 26,106,919 0.9859 28,236,933 1.96
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22 日本 投資信託

受益証券

FOFs用MLPインデックスファンド

（適格機関投資家専用）

21,081,308 0.6103 12,866,133 0.7426 15,654,979 1.09

23 日本 投資信託

受益証券

FOFs用新興国株式セレクト・ファ

ンドS （適格機関投資家専用）

16,821,576 0.7752 13,040,287 0.8413 14,151,991 0.98

24 日本 投資信託

受益証券

FOFs用グローバル・コモディティ

（米ドル建て） ・ファンドS（適

格機関投資家専用）

17,618,024 0.7011 12,352,102 0.797 14,041,565 0.97

25 日本 投資信託

受益証券

FOFs用日本株配当ファンドS（適格

機関投資家専用）

11,196,757 0.8556 9,580,381 0.9788 10,959,385 0.76

26 日本 投資信託

受益証券

FOFs用新興国債券セレクト・ファ

ンドS （適格機関投資家専用）

7,201,508 0.79 5,689,356 0.8381 6,035,583 0.42

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 86.81

投資証券 12.16

合計 98.97

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

　

①【純資産の推移】

期別
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

 2016年 9月末日 999,975,434 ― 1.0000 ―

 　　　10月末日 1,175,963,906 ― 1.0012 ―

 　　　11月末日 1,318,028,589 ― 1.0092 ―

 　　　12月末日 1,450,621,408 ― 1.0283 ―

 2017年 1月末日 1,442,556,158 ― 1.0274 ―

 

②【分配の推移】

該当事項はありません。
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③【収益率の推移】

該当事項はありません。

 

（４）【設定及び解約の実績】

該当事項はありません。
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【むさしのコア投資ファンド（成長型）】

 

（１）【投資状況】

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 618,261,408 87.35

 ケイマン 12,342,158 1.74

 小計 630,603,566 89.10

投資証券 ルクセンブルク 64,680,334 9.14

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,445,655 1.76

合計(純資産総額) 707,729,555 100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順
位

国／地域 種類 銘柄名
数量又は
額面総額

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(％)

1 日本 投資信託

受益証券

FOFs用外国株式インデックス ・

ファンドS （適格機関投資家専

用）

97,729,678 0.8587 83,920,669 0.9853 96,293,051 13.61

2 日本 投資信託

受益証券

FOFs用外国債券インデックス ・

ファンドS （適格機関投資家専

用）

73,486,292 0.9036 66,407,798 0.9316 68,459,829 9.67

3 日本 投資信託

受益証券

FOFs用JPX日経インデックス400

ファンドS（適格機関投資家専用）

61,568,208 0.8467 52,134,480 0.9585 59,013,127 8.34

4 日本 投資信託

受益証券

FOFs用世界ハイインカム入替戦略

ファンドS(為替ヘッジあり)（適格

機関投資家専用）

49,364,220 1.0617 52,410,634 1.0262 50,657,562 7.16

5 ルクセン

ブルク

投資証券 Global Absolute Return

Strategies Fund - Class D
A, H,

JPY

23,298.553 1,824.76 42,514,267 1,848 43,055,725 6.08

6 日本 投資信託

受益証券

FOFs用FRM ダイバーシファイド・

リンク ・ファンドS （適格機関投

資家専用）

45,169,644 0.9414 42,526,948 0.9435 42,617,559 6.02

7 日本 投資信託

受益証券

FOFs用J-REITインデックス ・ファ

ンドS （適格機関投資家専用）

34,023,205 1.0228 34,800,363 1.0523 35,802,618 5.06

8 日本 投資信託

受益証券

ヘッジファンド・リターン・ター

ゲットファンド ・為替ヘッジあり

（適格機関投資家専用）

30,418,078 1.0419 31,693,112 1.0644 32,377,002 4.57

9 日本 投資信託

受益証券

大和住銀／ウエリントン ・ワール

ド・ボンド （適格機関投資家専

用）

32,876,665 0.8941 29,395,420 0.9607 31,584,612 4.46

10 日本 投資信託

受益証券

FOFs用国内株式エンハンスト運用

戦略ファンド（適格機関投資家専

用）

25,723,803 0.9992 25,703,455 1.1478 29,525,781 4.17

11 日本 投資信託

受益証券

FOFs用グローバルREITインデック

ス ・ファンドS （適格機関投資家

専用）

23,277,112 0.9148 21,294,972 0.9859 22,948,904 3.24
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12 ルクセン

ブルク

投資証券 BlueBay Investment Grade

Absolute Return Bond Fund － ク

ラスS-JPY

2,211.397 9,603.77 21,237,748 9,778.71 21,624,609 3.06

13 日本 投資信託

受益証券

TCAファンド （適格機関投資家専

用）

23,344,732 0.9466 22,099,103 0.9163 21,390,777 3.02

14 日本 投資信託

受益証券

FOFs用グローバル・コモディティ

（米ドル建て） ・ファンドS（適

格機関投資家専用）

17,219,415 0.7056 12,150,897 0.797 13,723,873 1.94

15 日本 投資信託

受益証券

FOFs用MLPインデックスファンド

（適格機関投資家専用）

17,138,264 0.6156 10,550,503 0.7426 12,726,874 1.80

16 日本 投資信託

受益証券

FOFs用国内債券インデックス ・

ファンドS（適格機関投資家専用）

12,230,432 1.0562 12,918,430 1.0381 12,696,411 1.79

17 ケイマン 投資信託

受益証券

HYFI Loan Fund－JPY-USDクラス 11,153.7517 1,089.39 12,150,785 1,106.54 12,342,158 1.74

18 日本 投資信託

受益証券

FOFs用新興国株式セレクト・ファ

ンドS （適格機関投資家専用）

12,963,750 0.7794 10,104,426 0.8413 10,906,402 1.54

19 日本 投資信託

受益証券

FOFs用KIM マルチストラテジー リ

ンクファンドS（適格機関投資家専

用）

10,348,990 0.9905 10,250,798 1.0464 10,829,183 1.53

20 日本 投資信託

受益証券

FOFs用ピクテ マルチストラテジー

リンクファンドS（適格機関投資家

専用）

10,657,899 1.0029 10,689,840 1.0088 10,751,688 1.52

21 日本 投資信託

受益証券

マルチ・ストラテジー・ファンド

（適格機関投資家専用）

11,098,004 0.9609 10,664,360 0.9652 10,711,793 1.51

22 日本 投資信託

受益証券

FOFs用MAN AHL ダイバーシファイ

ド リンクファンドS（適格機関投

資家専用）

12,395,502 0.8645 10,716,580 0.8602 10,662,610 1.51

23 日本 投資信託

受益証券

FOFs用FRM シグマ ・リンク ・

ファンドS（適格機関投資家専用）

12,442,275 0.8891 11,063,185 0.8521 10,602,062 1.50

24 日本 投資信託

受益証券

FOFs用日本株配当ファンドS（適格

機関投資家専用）

10,120,574 0.8475 8,577,591 0.9788 9,906,017 1.40

25 日本 投資信託

受益証券

FOFs用日本物価連動国債ファンドS

（適格機関投資家専用）

8,683,537 0.9713 8,434,736 0.9719 8,439,529 1.19

26 日本 投資信託

受益証券

FOFs用新興国債券セレクト・ファ

ンドS （適格機関投資家専用）

6,722,521 0.7929 5,330,394 0.8381 5,634,144 0.80

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 89.10

投資証券 9.14

合計 98.24

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

　

①【純資産の推移】

期別
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

 2016年 9月末日 478,435,764 ― 1.0000 ―

 　　　10月末日 629,681,367 ― 1.0069 ―

 　　　11月末日 690,488,633 ― 1.0278 ―

 　　　12月末日 656,800,144 ― 1.0591 ―

 2017年 1月末日 707,729,555 ― 1.0598 ―

 

②【分配の推移】

該当事項はありません。

 

③【収益率の推移】

該当事項はありません。

 

（４）【設定及び解約の実績】

該当事項はありません。
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（参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第２　管理及び運営」「３　資産管理等の概要」につきまして

は、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

（１）【資産の評価】

 

＜訂正前＞

（前略）

③外国投資信託受益証券

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③外国投資信託証券

（後略）

 

第３【ファンドの経理状況】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第３　ファンドの経理状況」につきましては、該当情報を以下

の内容に更新・訂正します。

 

(1)当ファンドは、平成28年9月30日から運用を開始していますが、基準日（平成29年1月31日）現在、

該当事項はありません。

当ファンドの会計監査は、有限責任監査法人トーマツが行います。

(2)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省

令第59号）」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年

総理府令第133号）」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの財務諸表は有価証券報告

書に記載されます。

(3)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52

年大蔵省令第38号）」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算

に関する規則（平成12年総理府令第133号）」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの

中間財務諸表は半期報告書に記載されます。

(4)法令の定めるところにより、当ファンドの有価証券報告書の提出は、計算期間の終了毎に行われ、

半期報告書の提出は、計算期間開始6ヶ月経過毎に行われます。

 

１【財務諸表】

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

　

【純資産額計算書】（平成29年1月31日現在）

 

むさしのコア投資ファンド（安定型）

 

Ⅰ　資産総額 1,454,598,975円

Ⅱ　負債総額 12,042,817円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,442,556,158円

Ⅳ　発行済口数 1,404,047,865口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0274円

　　（1万口当たり純資産額） （10,274円）

 

むさしのコア投資ファンド（成長型）

 

Ⅰ　資産総額 733,538,447円

Ⅱ　負債総額 25,808,892円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 707,729,555円

Ⅳ　発行済口数 667,788,751口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0598円

　　（1万口当たり純資産額） （10,598円）
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

 

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「１　委託会社等の概況」につ

きましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

＜訂正前＞

(1)資本金の額（平成28年6月30日現在）

（中略）

委託会社の機構は平成28年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

(1)資本金の額（平成29年3月31日現在）

（中略）

　委託会社の機構は平成29年4月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

 

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「２　事業の内容及び営業の概

況」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

＜訂正前＞

（前略）

平成28年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドは除きま

す。）は次のとおりです。

 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 3 27,943

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 0 0

単位型公社債投資信託 0 0

合計 3 27,943
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＜訂正後＞

（前略）

平成29年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドは除きま

す。）は次のとおりです。

 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 7 35,452

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 0 0

単位型公社債投資信託 0 0

合計 7 35,452

 

３【委託会社等の経理状況】

 

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「３　委託会社等の経理状況」

につきましては、該当情報を以下の内容に更新・訂正します。

 
＜更新・訂正後＞

 

（1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8

月6日内閣府令第52号）により作成しております。

　　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関

する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

（2）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期（平成27年4月1日から平成28年

3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

　　　また、第32期事業年度の中間会計期間（自 平成28年4月1日　至 平成28年9月30日）の中間財務

諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

（3）財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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（１）【貸借対照表】

  （単位：千円）

 前事業年度 当事業年度
 （平成27年3月31日現在） （平成28年3月31日現在）

資産の部   
 流動資産   
 現金及び預金 ※2　　　　　　　58,937 ※2　　　　　　　 54,674

 前払費用 936 1,003

 未収収益 ※2 　　　　　　　4,714 ※2　　　　　　　　4,743

 未収委託者報酬 ― 37,073

 繰延税金資産 4,855 2,664

 未収還付法人税等 5,731 2,581

 流動資産計 75,173 102,741

 固定資産   
 有形固定資産 ※1　　　 　　　　7,762 ※1　　 　　　　　10,596

 建物 1,968 1,689

 器具備品 5,793 8,906

 無形固定資産 2,402 5,645

 ソフトウェア 1,255 4,498

 電話加入権 1,146 1,146

 投資その他の資産 311,668 309,904

 投資有価証券 273,130 273,130

 ゴルフ会員権 45,000 45,000

 長期差入保証金 ※2　　　　　　　15,383 ※2　　　　　　　 17,219

 繰延税金資産 4,594 994

 貸倒引当金 △26,439 △26,439

 固定資産計 321,834 326,145

資産合計 397,007 428,887

負債の部  
 

 流動負債   
 未払費用 1,589 5,719

 未払代行手数料 ― 9,375

 未払投資助言手数料 ― 5,356

 未払法人税等 550 1,706

 賞与引当金 4,491 7,162

 その他の流動負債 5,407 5,858

 流動負債計 12,038 35,178

 固定負債   
 役員退職慰労引当金 1,650 3,250

 固定負債合計 1,650 3,250

 負債合計 13,688 38,428

純資産の部   
 株主資本   
 資本金 200,000 200,000

 利益剰余金   
 利益準備金 ― 220

 その他利益剰余金 183,319 190,238

 繰越利益剰余金 183,319 190,238

 利益剰余金合計 183,319 190,458

 株主資本合計 383,319 390,458

 評価・換算差額等   

 評価・換算差額等合計 ― ―

 純資産合計 383,319 390,458

負債・純資産合計 397,007 428,887
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（２）【損益計算書】

  （単位：千円）

 前事業年度 当事業年度
 （自　平成26年4月 1日 （自　平成27年4月 1日

 　 至　平成27年3月31日）  　至　平成28年3月31日）

営業収益   
 運用受託報酬 143,375 142,094

 委託者報酬 ― 143,313

 投資助言報酬 72,312 71,430

 営業収益計 ※1　　　　　　 215,687 ※1　　　　　　 356,838

営業費用   
 広告宣伝費 98 ―

 調査費 36,894 60,026

 調査費 36,894 60,026

 代行手数料 ― 24,528

 投資助言手数料 ― 25,129

 営業雑経費 11,563 8,463

 通信費 812 880

 印刷費 5,100 6,446

 協会費 5,561 1,008

 諸会費 90 129

 営業費用計 48,556 118,147

一般管理費   
 給料 109,168 156,023

 役員報酬 15,600 22,899

 給料・手当 80,207 115,419

 賞与 8,868 10,541

 賞与引当金繰入 4,491 7,162

 福利厚生費 2,268 4,339

 交際費 1,423 1,406

 旅費交通費 1,863 1,449

 租税公課 1,170 1,893

 不動産賃借料 ※1　　　　　　　16,829 ※1　　　　　　　18,944

 役員退職金 950 550

 役員退職慰労引当金繰入 1,650 3,250

 固定資産減価償却費 3,813 6,531

 諸経費 21,933 44,920

 一般管理費計 161,070 239,308

営業利益又は営業損失（△） 6,060 △617

営業外収益   
 受取配当金 ― 16,454

 有価証券利息 ※1　　　　　　　　　25 ※1　　　　　　　　　―

 受取利息 ※1　　　　　　　　　13 ※1　　　　　　　　　17

 その他 720 783

 営業外収益計 758 17,255

経常利益 6,819 16,637

特別損失   
 固定資産除却損 8 163

 特別損失計 8 163

税引前当期純利益 6,810 16,474

法人税、住民税及び事業税 290 1,339

法人税等調整額 3,367 5,791

法人税等合計 3,657 7,130

当期純利益 3,152 9,343
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（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

（単位：千円）

 
株主資本

評価・換算

差額等

純資産

合計
資本金

利益剰余金

株主資本

合計

評価・換算

差額等合計
利益

準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 200,000 ― 180,166 180,166 380,166 ― 380,166

当期変動額        
当期純利益 ― ― 3,152 3,152 3,152 ― 3,152

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― 3,152 3,152 3,152 ― 3,152

当期末残高 200,000 ― 183,319 183,319 383,319 ― 383,319

 

当事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

（単位：千円）

 
株主資本

評価・換

算差額等

純資産

合計
資本金

利益剰余金

株主資本

合計

評価・換

算差額等

合計
利益

準備金

その他

利益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益

剰余金

当期首残高 200,000 ― 183,319 183,319 383,319 ― 383,319

当期変動額        
　剰余金の配当  220 △2,424 △2,204 △2,204 ― △2,204

当期純利益 ― ― 9,343 9,343 9,343 ― 9,343

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― 220 6,919 7,139 7,139 ― 7,139

当期末残高 200,000 220 190,238 190,458 390,458 ― 390,458
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注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。）

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法に基づく原価法によっております。

 

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物　　　　　15～18年

器具備品　　　 3～20年

 

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額

法によっております。

 

3．重要な引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しており

ます。

 

(2）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 

(3）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績及び現在における状況からみた見込額を計上

しております。

 

4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

 

（貸借対照表関係）

※1　有形固定資産の減価償却累計額

 前事業年度

（平成27年3月31日現在）

当事業年度

（平成28年3月31日現在）

建物 1,239千円 1,518千円

器具備品 17,776千円 16,801千円
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※2　関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは、次の通りであります。

 

 
前事業年度

（平成27年3月31日現在）

当事業年度

（平成28年3月31日現在）

現金及び預金 58,921千円 54,599千円

未収収益 4,191千円 4,296千円

長期差入保証金 15,383千円 17,219千円

 

 

（損益計算書関係）

※1　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の通りであります。

 前事業年度

（自　平成26年4月 1日

　 至　平成27年3月31日）

当事業年度

（自　平成27年4月 1日

　 至　平成28年3月31日）

営業収益 138,355千円 135,610千円

不動産賃借料 16,829千円 18,944千円

有価証券利息 25千円 ― 千円

受取利息 13千円 17千円

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

 当事業年度

期首株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

普通株式 4,000 ― ― 4,000

合計 4,000 ― ― 4,000

 

 

2.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
 

（決議）

株式の

種類

配当金

の総額

（千円）

 
配当の原資

 
１株当たり

配当額

（円）

 
基準日

 
効力発生日

平成27年6月24日

定時株主総会

普通

株式

2,204 利益剰余金 551 平成27年3月31日 平成27年6月24日
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当事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

 当事業年度

期首株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

普通株式 4,000 ― ― 4,000

合計 4,000 ― ― 4,000

 

2.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
 

（決議）

株式の

種類

配当金

の総額

（千円）

 
１株当たり

配当額

（円）

 
基準日

 
効力発生日

平成27年6月24日

定時株主総会

普通

株式

2,204 551 平成27年3月31日 平成27年6月24日

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 
 

（決議）

株式の

種類

配当金

の総額

（千円）

 
配当の原資

 
１株当たり

配当額

（円）

 
基準日

 
効力発生日

平成28年6月30日

定時株主総会

普通

株式

6,540 利益剰余金 1,635 平成28年3月31日 平成28年6月30日
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（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金

運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払わ

れる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リス

クはほとんどないと認識しております。

また投資有価証券は非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理体制は、資産査定規定に従い定期的に財務状況等を把握し、取締役会に報告し

ております。

 

2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2．参照）。

前事業年度（平成27年3月31日現在）

(単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 58,937 58,937 ―

(2)未収委託者報酬 ― ― ―

資産計 58,937 58,937 ―

 

当事業年度（平成28年3月31日現在）

(単位：千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 54,674 54,674 ―

(2)未収委託者報酬 37,073 37,073 ―

資産計 91,748 91,748 ―

 

(注)1．金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(2)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。
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(注)2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分
前事業年度

（平成27年3月31日現在）

当事業年度

（平成28年3月31日現在）

投資有価証券

非上場株式

 

273,130

 

273,130

これらは、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどが出来ず、時価

を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。

 

(注)3．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

 
1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内
10年超

現金及び預金 58,937 ― ― ―

未収委託者報酬 ― ― ― ―

合計 58,937 ― ― ―

 

当事業年度（平成28年3月31日現在）

（単位：千円）

 
1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内
10年超

現金及び預金 54,674 ― ― ―

未収委託者報酬 37,073 ― ― ―

合計 91,748 ― ― ―
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（有価証券関係）

1．その他有価証券

前事業年度（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
― ― ―

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
― ― ―

合計 ― ― ―

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　273,130千円）については、市場価格がなく、かつ、将来

キャッシュ・フローを見積ることなどが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認めら

れることから、上表には含めておりません。

 

当事業年度（平成28年3月31日現在）

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
― ― ―

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
― ― ―

合計 ― ― ―

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　273,130千円）については、市場価格がなく、かつ、将来

キャッシュ・フローを見積ることなどが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認めら

れることから、上表には含めておりません。

 

2．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）及び当事業年度（自　平成27年4月1

日　至　平成28年3月31日）ともに該当ありません。

 

3．減損処理を行ったその他有価証券

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）及び当事業年度（自　平成27年4月1

日　至　平成28年3月31日）ともに該当ありません。

 

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

133/148



（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位：千円)

 
前事業年度

（平成27年3月31日現在）

当事業年度

（平成28年3月31日現在）

繰延税金資産   

貸倒償却 6,027 5,665

貸倒引当金 8,539 8,090

役員退職慰労引当金 532 994

賞与引当金 1,486 2,276

未払事業税 134 387

繰越欠損金 1,268 ―

繰延税金資産　小計 17,989 17,413

評価性引当額 △8,539 △13,755

繰延税金資産　合計 9,449 3,658

繰延税金負債   

繰延税金負債　合計 ― ―

繰延税金資産　純額 9,449 3,658

 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳

 
前事業年度

(平成27年3月31日)

当事業年度

(平成28年3月31日)

法定実効税率 35.6% 33.1%

（調整）   
交際費等永久に損金に算入されない項目 5.0% 2.0%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 － △33.1%

住民税均等割 4.3% 1.8%

評価性引当額の増加 － 37.2%

税率変更による期末繰延税金資産の減額 12.3% 1.1%

還付事業税 △5.5% －

その他 2.1% 1.2%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.7% 43.3%

 

3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等

の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年

度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及

び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成28年4月1日に開始する事業

年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等について30.9％に、平成

30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。こ

の税率変更により、繰延税金資産は175千円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。

 

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
 
当事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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[関連情報]

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

1．サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。
 

2．地域ごとの情報

(1)営業収益

本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。
 

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益

株式会社千葉銀行 138,355

ちばぎん証券株式会社 58,800

 

当事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）

1．サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。
 

2．地域ごとの情報

(1)営業収益

本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益

株式会社千葉銀行 135,610

ちばぎん証券株式会社 58,800

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）及び当事業年度（自　平成27年4月1

日　至　平成28年3月31日）ともに、該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）及び当事業年度（自　平成27年4月1

日　至　平成28年3月31日）ともに、該当事項はありません。

 

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）及び当事業年度（自　平成27年4月1

日　至　平成28年3月31日）ともに、該当事項はありません。
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（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）
種類 会社等の

名称又は

氏名

所在地 資本金又

は出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等の

所 有 ( 被 所

有)割合(％)

関連当事

者との関

係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目 期末残高

(千円)

親会社 ㈱千葉銀

行

千 葉 県

千 葉 市

中央区

145,069 銀行業 (被所有)

直接 35％

間接 45％

投資一任

契約

投資助言

契約

本社事務

所の賃借

役員の兼

任

運用受託報酬

の受領

投資助言報酬

の受領

賃借料の支払

 
 

134,755

 
3,600

 
16,829

 

未 収 収

益

 
 
長 期 差

入 保 証

金

4,191

 
 
 

15,383

(注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ

ております。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬及び投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。

 

当事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）
種類 会社等の

名称又は

氏名

所在地 資本金又

は出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等の

所 有 ( 被 所

有)割合(％)

関連当事

者との関

係

取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目 期末残高

(千円)

親会社 ㈱千葉銀

行

千 葉 県

千 葉 市

中央区

145,069 銀行業 (被所有)

直接 35％

間接 45％

投資一任

契約

投資助言

契約

本社事務

所の賃借

役員の兼

任

運用受託報

酬の受領

投資助言報

酬の受領

賃借料の支

払

 

132,010

 
3,600

 
18,944

 

未 収 収

益

 
 
長 期 差

入 保 証

金

4,296

 
 
 

17,219

(注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ

ております。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬及び投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。

 

（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

前事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）
種類 会社等の

名称又は

氏名

所在地 資本金又

は出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等の

所有(被所

有 ) 割 合

(％)

関連当事

者との関

係

取引の内容 取引金額

(千円)

科目 期末残高

(千円)

同一の親

会社を持

つ会社

ちばぎん

証券㈱

千葉県千

葉市中央

区

4,374 証券業 ― 投資助言

契約

 

投資助言

報酬の受

領

58,800

 
 

― ―

 (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

 2．取引条件及び取引条件の決定方針等

投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
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当事業年度（自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日）
種類 会社等の

名称又は

氏名

所在地 資本金又

は出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等の

所有(被所

有 ) 割 合

(％)

関連当事

者との関

係

取引の内容 取引金額

(千円)

科目 期末残高

(千円)

同一の親

会社を持

つ会社

ちばぎん

証券㈱

千葉県千

葉市中央

区

4,374 証券業 ― 投資助言

契約

 

投資助言

報酬の受

領

58,800

 
 

― ―

 (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

 2．取引条件及び取引条件の決定方針等

投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。

 

2．親会社に関する注記

㈱千葉銀行（東京証券取引所に上場）

 

 

（1株当たり情報）

 前事業年度
（自　平成26年4月1日
　至　平成27年3月31日）

当事業年度
（自　平成27年4月1日
　至　平成28年3月31日）

1株当たり純資産額 95,829円77銭 97,614円71銭

1株当たり当期純利益金額 788円18銭 2,335円93銭

(注)1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

2．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 前事業年度
（自　平成26年4月1日
　至　平成27年3月31日）

当事業年度
（自　平成27年4月1日
　至　平成28年3月31日）

当期純利益　　　　　（千円） 3,152 9,343

普通株式の期中平均株式数(株) 4,000 4,000

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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【中間貸借対照表】

 （単位：千円）

 当中間会計期間末
 （平成28年9月30日現在）

資産の部  
 流動資産  
 現金及び預金 365,101

 前払費用 943

 未収収益 183

 未収委託者報酬 55,543

 繰延税金資産 6,174

 流動資産計 427,947

 固定資産  
 有形固定資産 ※1　　　　　　　　9,724

 建物 2,409

 器具備品 7,315

 無形固定資産 4,966

 ソフトウェア 3,819

 電話加入権 1,146

 投資その他の資産 240,956

 投資有価証券 202,485

 ゴルフ会員権 45,000

 長期差入保証金 18,357

 繰延税金資産 1,552

 貸倒引当金 △26,439

 固定資産計 255,647

資産合計 683,594

負債の部  
 流動負債  
 未払費用 6,472

 未払代行手数料 16,543

 未払投資助言手数料 5,393

 未払法人税等 39,284

 前受収益 66,788

 賞与引当金 9,250

 その他の流動負債 5,463

 流動負債計 149,196

 固定負債  
 役員退職慰労引当金 5,050

 固定負債合計 5,050

 負債合計 154,246

純資産の部  
 株主資本  
 資本金 200,000

 利益剰余金  
 利益準備金 874

 その他利益剰余金 328,474

 繰越利益剰余金 328,474

 利益剰余金合計 329,348

 株主資本合計 529,348

 評価・換算差額等  

 評価・換算差額等合計 ―

 純資産合計 529,348

負債・純資産合計 683,594
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【中間損益計算書】
 （単位：千円）

 当中間会計期間
 （自　平成28年4月 1日

  　至　平成28年9月30日）

営業収益  
 運用受託報酬 70,900

 委託者報酬 133,161

 投資助言報酬 34,161

 営業収益計 238,224

営業費用  
 調査費 33,687

 調査費 33,687

 代行手数料 31,665

 投資助言手数料 30,455

 営業雑経費 15,077

 通信費 404

 印刷費 13,623

 協会費 959

 諸会費 90

 営業費用計 110,885

一般管理費 ※1　 　　　　　138,346

営業利益 △11,008

営業外収益  
 受取配当金 54,762

 受取利息 0

 その他 722

 営業外収益計 55,485

経常利益 44,477

特別利益  
 投資有価証券売却益 145,355

 特別利益計 145,355

税引前中間純利益 189,832

法人税、住民税及び事業税 48,471

法人税等調整額 △4,068

法人税等合計 44,403

中間純利益 145,429
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【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

（単位：千円）

 
株主資本

評価・

換算差

額等

純資産

合計

資本金

利益剰余金

株主資本

合計

評価・

換算差

額等合

計

利益

準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 200,000 220 190,238 190,458 390,458 ― 390,458

当中間期変動額        
　剰余金の配当 ― 654 △7,194 △6,540 △6,540 ― △6,540

中間純利益 ― ― 145,429 145,429 145,429 ― 145,429

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

― ― ― ― ― ― ―

当中間期変動額合計 ― 654 138,235 138,889 138,889 ― 138,889

当中間期末残高 200,000 874 328,474 329,348 529,348 ― 529,348
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注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。）

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法に基づく原価法によっております。

 

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物　　　　　15～18年

器具備品　　　 3～20年

 

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額

法によっております。

 

3．重要な引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に対応する見積額を計

上しております。

 

(2）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま

す。

 

(3）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績及び現在における状況からみた見込額を計上

しております。

 

4．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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（追加情報）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28

日）を当中間会計期間から適用しております。

 

（中間貸借対照表関係）

※1　有形固定資産の減価償却累計額

 当中間会計期間末

（平成28年9月30日現在）

建物 1,683千円

器具備品 18,743千円

 

（中間損益計算書関係）

※1　減価償却実施額

 当中間会計期間

（自　平成28年4月 1日

　 至　平成28年9月30日）

有形固定資産 2,107千円

無形固定資産 678千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

 当事業年度

期首株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

発行済株式     

普通株式 4,000 ― ― 4,000

合計 4,000 ― ― 4,000

 

2.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
 

（決議）

株式の種類

配当金の

総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成28年6月30日

定時株主総会
普通株式 6,540 1,635 平成28年3月31日 平成28年6月30日

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後とな

るもの

　　金銭以外による配当金支払額

 
 

（決議）

株式の種類
配当財産

の種類

配当財産の

帳簿価額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成28年12月22日

臨時株主総会
普通株式 有価証券 202,235 50,558

平成28年9月

30日

平成28年12月

22日

（注）平成28年12月22日開催の臨時株主総会において、当社が保有する株式を株式会社千葉銀行他3

社へ現物配当を実施。
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（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

平成28年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）

2．参照）。

当中間会計期間末（平成28年9月30日現在）

(単位：千円)

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 365,101 365,101 ―

(2) 未収委託者報酬 55,543 55,543 ―

資産計 420,645 420,645 ―

(注)1．金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(2) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 (注)2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分
当中間会計期間末

（平成28年9月30日現在）

投資有価証券

非上場株式

 

202,485

これらは、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどが出来ず、時価

を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。

 

（有価証券関係）

その他有価証券

当中間会計期間末（平成28年9月30日現在）

（単位：千円）

 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
― ― ―

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
― ― ―

合計 ― ― ―

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　202,485千円）については、市場価格がなく、かつ、将

来キャッシュ・フローを見積ることなどが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、上表には含めておりません。

 

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

当中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
 
[関連情報]

当中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

1．サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。
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2．地域ごとの情報

(1)営業収益

本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

(2)有形固定資産

本邦に所在する有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。
 

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益

株式会社千葉銀行 68,100

ちばぎん証券株式会社 29,400

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当中間会計期間（自　平成28年4月1日　至　平成28年9月30日）

該当事項はありません。

 

（1株当たり情報）

 当中間会計期間
（自　平成28年4月1日
　至　平成28年9月30日）

1株当たり純資産額 132,337円10銭

1株当たり中間純利益金額 36,357円38銭

(注)1．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

(注)2．1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 当中間会計期間
（自　平成28年4月1日
　至　平成28年9月30日）

中間純利益　　　　　（千円） 145,429

普通株式の期中平均株式数(株) 4,000

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５【その他】

 

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「５　その他」につきまして

は、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

＜訂正前＞

（前略）

(2)訴訟事件その他の重要事項

平成28年8月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要

な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

 

＜訂正後＞

（前略）

(2)訴訟事件その他の重要事項

平成29年4月12日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要

な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

 

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第２　その他の関係法人の概況」につきましては、該当情

報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

＜訂正前＞

(1)受託会社

①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（平成28年3月末日現在）

（中略）

(2)販売会社

①名称　　　：株式会社武蔵野銀行

②資本金の額：45,743百万円（平成28年3月末日現在）

 

（後略）

EDINET提出書類

ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

145/148



＜訂正後＞

(1)受託会社

①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（平成28年9月末日現在）

（中略）

(2)販売会社

①名称　　　：株式会社武蔵野銀行

②資本金の額：45,743百万円（平成28年9月末日現在）

 

 

（後略）

 

３【資本関係】

 

＜訂正前＞

（前略）

(2)販売会社

該当事項はありません

 

（参考）再信託受託会社

①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

②設立年月日　：平成12年6月20日

③資本金の額　：51,000百万円（平成28年3月末日現在）

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

(2)販売会社

株式会社武蔵野銀行は委託会社の株式の20％（800株）を所有しています。

 

（参考）再信託受託会社

①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

②設立年月日　：平成12年6月20日

③資本金の額　：51,000百万円（平成28年9月末日現在）

（後略）
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 独立監査人の監査報告書 

 

平成２８年６月３０日
 
ちばぎんアセットマネジメント株式会社

　　取　 締　 役　 会　　御　中

 

新日本有限責任監査法人   

    

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 田 島 　昇 印

    

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 宮 田 八 郎 印

 
 
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているちばぎんアセットマネジメント株式会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第３１

期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記

について監査を行った。

 
財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ちばぎん

アセットマネジメント株式会社の平成２８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

 

 

(注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 
次へ
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 独立監査人の中間監査報告書 

 

平成２８年１２月１４日
 
ちばぎんアセットマネジメント株式会社

　　取　 締　 役　 会　　御　中

 

新日本有限責任監査法人   

    

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 田 島 　昇  

    

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 宮 田 八 郎  

 
 
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているちばぎんアセットマネジメント株式会社の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第３２
期事業年度の中間会計期間（平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行っ
た。

 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、ちばぎんアセットマネジメント株式会社の平成２８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
期間（平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。

 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

 

 

(注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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